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令和元年第３回豊頃町議会定例会会議録（第２号） 
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午前１０時００分 開議 

 

       ◎ 開議宣告 

●藤田議長 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●藤田議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１番石田貢議員及び２番

小笠原茂人議員を指名します。 

 

       ◎ 認定第１号から認定第７号 

●藤田議長 日程第２ 認定第１号平成３０年度豊頃町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第３ 認定第２号平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第４ 認定第３号平成３０年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について、日程第５ 認定第４号平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第６ 認定第５号平成３０年度豊頃町医療施設

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第７ 認定第６号平成３０年度豊頃町簡易

水道特別会計歳入歳出決算認定について及び日程第８ 認定第７号平成３０年度豊頃

町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定についてを一括議題とします。 

 認定第１号から認定第７号までの７件について、一括して提出理由の説明を求めま

す。 

 菅原副町長。 

●菅原副町長 認定第１号平成３０年度豊頃町一般会計歳入歳出決算認定について、

認定第２号平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認

定第３号平成３０年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第４

号平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第５

号平成３０年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算認定について、認定第６号平成

３０年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について及び認定第７号平成３０

年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、以上７会計の決算につい

て一括して御説明申し上げます。 

 初めに、各会計の決算につきましては、本年８月２７日、町監査委員から平成３０

年度豊頃町一般会計ほか６特別会計歳入歳出決算審査意見書の提出を受けましたの

で、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、各会計の歳入歳出決算書及び関係
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書類に意見書を付して議会の認定を受けるものであります。 

 平成３０年度予算の執行状況につきましては、決算認定主たる成果説明書に主要な

施策を掲げさせていただきましたので、説明申し上げます。 

 １ページ、第１表、予算執行状況につきましては、一般会計ほか６特別会計の歳入

歳出差引額は１億５,９０５万２,０００円で、このうち令和元年度に繰り越すべき財

源は２０７万７,０００円となり、実質収支は１億５,６９７万５,０００円、うち、

翌年度繰越分は９,０９７万５,０００円で、決算剰余積立金は６,６００万円であり

ます。 

 次に、２ページ、第２表、一般会計財政収支の状況につきましては、下段の表、実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の健全化判断４項目

比率は、町監査委員の財政健全化審査意見書のとおり、いずれの指数においても早期

健全化基準を下回っており、本町の財政運営は健全な状況にあるものであります。 

 上段の表、歳入は４７億２２万９,０００円、歳出は４５億８,３５２万３,０００

円となり、歳入歳出差引額は１億１,６７０万６,０００円、単年度収支は２,２４５

万６,０００円であります。 

また、下段の表、年度末の地方債現在高は４９億２,０２８万６,０００円、実質公

債費比率は過去３カ年平均で７.５％となっており、今後も各事業の必要性及び効率

性についてさらに検証に努め、健全な財政運営を継続してまいります。 

 次に、３ページ、第３表、一般会計歳入歳出決算構成表の各款別の歳入状況につい

ては、収入済額で対前年度比９.９％の減となりました。その主なもののうち、３款

利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金及び７款自動車取得

税交付金の減は、交付基準となる都道府県配分基準額の減額によるものです。１３款

国庫支出金の減は、総務費補助金の地方創生拠点整備交付金及び土木費補助金の社会

資本整備総合交付金、教育費補助金の学校施設環境改善交付金の減によるものであり

ます。１４款道支出金の減は、農業費補助金の産地パワーアップ事業補助金の減によ

るものです。 

 次に、４ページ、各款別の歳出状況は表のとおりで、その性質別内訳は５ページ、

第４表に掲げましたが、歳出合計で対前年度比１０.４％の減となりました。その主

なもののうち、投資的経費の普通建設事業費の減は、まちなか活性化拠点施設整備事

業及び産地パワーアップ事業の減によるものであります。 

なお、一般会計人件費の内訳につきましては、６ページ、第５表のとおりで、２.

２％の増となりました。２の委員等報酬のうち（エ）その他非常勤職員１０.３％の

増は、嘱託職員の増加等で、４の職員給１.６％の増は、管理職手当支給人員の増及

び人事院勧告による期末勤勉手当支給率の改定増等に伴うものであります。 
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次に、７ページ、第６表は、一般会計歳出決算節別集計表で、８ページから１３

ページまでの第７表は、一般会計歳出予算の負担金補助及び交付金の内訳でありま

す。 

 １４ページからは、主要な施策の成果内容であります。 

 １６ページの人事管理で職員数を掲げましたが、平成３０年度末の一般職職員数は

退職者を除き７３人で、今後も適正な定員管理に努めてまいります。 

 １８ページ、電算管理では、ＬＡＮシステムの整備として役場庁舎１階窓口及びま

ちなか拠点施設開設に伴うネットワーク工事等を行い、１９ページ、町有林管理で

は、造林の委託事業、間伐・皆伐などの売払収入及び町有林の維持・補修を。 

２１ページ、税務関係では、町税の収入実績は不納欠損額を差し引いた収入未済額

が１,４４０万６,１３９円、収納率９７.６％と前年をやや下回る実績となりました

が、今後、収納率向上に一層努力してまいります。 

 ２４ページ、町づくり推進事業では、協働のまちづくり地域提案支援事業補助を初

め、２５ページ、産業振興事業補助、定住促進等住宅取得補助、２６ページ、定住促

進賃貸住宅建設事業補助、危険廃屋解体撤去助成などを。 

２８ページ、７の地方創生推進交付金事業は、地方版総合戦略として、豊頃町まち

・ひと・しごと創生総合戦略に基づく総合プロモーション事業、互産互生のつながり

を生かした地域商社推進プロジェクトなどを。 

３１ページ、社会福祉では、３２ページの社会福祉協議会運営補助、福祉活動拠点

施設「ひだまり交流館」管理事業及び福祉灯油支給等を。 

３３ページ、老人福祉では、敬老会、敬老祝金贈呈、老人・身障者合同運動会など

の健康維持増進事業ほか、福祉タクシー乗車券交付事業など福祉向上の制度充実を図

り、３６ページ、障害者福祉では、居宅介護及びグループホームなどの共同生活援

助、施設入所等の支援を。 

３８ページ、福祉医療では、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成事業

を。 

 ４０ページ、乳幼児等医療では、未就学児から高校生まで道の給付対象外の医療費

助成を継続し、４２ページ、福祉バス・担い手バス・患者輸送車では、利用しやすく

安全な運行体制維持に努め、４３ページ、保育所運営では、茂岩及び大津保育所の運

営を。児童福祉では、ことばの教室、言語指導、子育て支援センター事業として、わ

んぱく広場ほかの充実及び４４ページ、次世代育成支援金の支給などを。 

４５ページ、学童保育所では、集団保育による放課後児童の健全育成を図り、衛生

関係では、墓苑の環境整備及び葬斎場の建具改修工事などを。 

 ４８ページ、保健指導では、成人・高齢者保健、母子保健ほかの各事業及び５０
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ページの予防接種など各種健診事業と費用の負担軽減を。 

 ５２ページ、農地流動化関係では、農地保有合理化、農地の利用権設定を。 

 ５３ページ、農業振興対策では、緊急農地基盤整備事業による暗渠排水整備、農業

経営基盤強化資金利子補給などを。 

 ５４ページ、堆肥利用高度化緊急支援対策補助、簡易堆肥盤整備補助。 

５５ページ、経営所得安定対策制度推進事業補助、中山間地域対策。 

５６ページ、多面的機能支払交付金事業及び農業用機械導入補助などを。 

５７ページ、基盤整備対策では、土地改良施設等維持管理及び道営土地改良事業な

どを。 

５９ページ、畜産振興対策では、指定管理者による町有牧野施設の管理運営及び酪

農畜産生産基盤強化に資する各事業を。 

 ６１ページ、林業振興対策では、未来につなぐ森づくり推進事業、有害鳥獣駆除助

成、林業専用道・森林管理道の開設整備事業を。 

６３ページ、水産業振興対策では、サケ増殖事業、種苗中間育成事業、漁港管理対

策、大津漁港建設利用推進期成会助成、漁船減災対策事業補助など漁業振興対策を。 

 ６５ページ、商工振興対策では、商工会運営補助、中小企業資金融資、６６ペー

ジ、プレミアム付特別商品券発行、物産直売所の管理事業などを。 

 ６７ページ、観光振興対策では、観光協会ほか団体・祭りなど事業への助成及び観

光施設の維持管理、冬期のジュエリーアイス観光関連施設整備を。 

 ６９ページ、道路維持管理では、町道の維持管理及び補修を。道路新設改良事業で

は、国庫補助事業等による町道整備を。 

７０ページ、公営住宅管理では、町営住宅の管理整備に努め、７１ページの住宅使

用料収入状況では、合計収納率、下段です、９９.２％で、前年同様の実績となりま

した。 

７２ページ、施設管理では、パークゴルフ場、キャンプ場などの維持管理及び各施

設などの整備改修工事を。 

 ７３ページ、災害対策では、役場庁舎非常用発電設備設置及びＪアラート新型受信

機整備など、防災施設設備等の整備、排水機場などの維持管理を。 

 ７４ページ、教育総務関係では、入学祝金及び高等学校等就学助成金を継続し、７

５ページ、教育研究所では、報徳のおしえに基づく調査研究を。学校保健では、児童

生徒及び教職員の健康診断などを。 

７６ページ、スクールバスでは、スクールバスを更新し安全運行に努め、学校教育

では教材・教具の整備、就学援助費の支給、大津小学校体育館屋根等改修ほか教育施

設の整備を推進し、小・中学校修学旅行費用の一部助成を行い、７８ページ、生涯学
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習事業では、える夢出前講座を。社会教育事業では、コミュニティスクール設立に向

けた準備検討委員会の開催、体験学習を主体とする通年事業える夢キッズクラブ、７

９ページ、姉妹都市との少年親善使節団の交流、成人式の挙行、豊寿大学・生涯教室

の開設と運営支援、８０ページ、二宮報徳館における郷土史研究、郷土資料展示、文

化賞・スポーツ賞表彰、青少年及び町民芸術鑑賞会、８１ページ、える夢館利用促

進、施設管理。８３ページ、図書館の利用促進及び管理運営を。 

 ８４ページ、社会体育事業では、健康維持増進と体力向上のため、各種スポーツ教

室などを実施したほか、社会体育施設の管理運営を。 

 ８７ページ、学校給食では給食費の収納率は１００％で、給食センターの安全管

理、設備更新、卒業記念会食及び地場産食材使用のふるさと給食を継続実施いたしま

した。 

 ８９ページ、災害復旧対策では、平成３０年７月の低気圧による町道の復旧事業を

実施いたしました。 

 次に、９０ページからは、国民健康保険特別会計ほか５特別会計財政収支状況及び

事業執行状況であります。 

 国民健康保険事業では、国民健康保険税収納率が９６.９５％。 

９３ページ、介護保険事業では、９７ページからの介護予防普及啓発事業などに努

めており、介護保険料収納率は１００ページ、合計に示した９８.８２％。 

１０１ページ、後期高齢者医療事業では、後期高齢者医療保険料収納率が９９.８

０％。 

１０２ページ、医療施設関係では、医療施設整備として心電計及び内視鏡用ビデオ

カメラなどを購入しました。 

１０３ページ、簡易水道事業では、配水管布設がえなど水道施設の整備更新工事を

行い、水道使用料の収納率は９９.５％。 

１０５ページ、公共下水道事業では、下水道施設機械電気設備改築、防水改修工事

等を実施し、下水道使用料の収納率は９９.５％。特別会計の収納につきましては、

収納対策を継続し、利用料金などの公平な収納に引き続き努めてまいります。 

 なお、平成３０年度の簡易水道特別会計及び公共下水道特別会計の資金不足比率

は、町監査委員の経営健全化審査意見書のとおり、経営健全化基準を下回っており、

事業は健全な状況にあるものであります。 

 以上、平成３０年度各会計の決算概要を説明申し上げました。 

限られた財源の中、適正な予算執行に努めているところでありますが、地方財政は

先行き不透明であり、一般財源の総額は確保されているものの、国の財政状況から本

町の今後の町税及び交付税などの収入増加は見込むことが難しくなり、財政運営は安
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定しないものと思われます。 

今後も第４次豊頃町まちづくり総合計画、豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略

及び第６次行政改革大綱を実行し、健全財政を維持し、主要施策に積極的に取り組ん

でまいります。 

 以上でありますので、御審議の上、認定くださいますようお願い申し上げます。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 ここで、お諮りします。 

 認定第１号から第７号に係る平成３０年度豊頃町一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算認定の７件につきましては、本会議での質疑を３回までとする会議規則第５５条

の規定を適用しないで審議を進めたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から第７号に係る平成３０年度豊頃町一般会計及び各特別

会計歳入歳出決算認定の７件につきましては、会議規則第５５条の規定を適用しない

で審議を進めることに決定いたしました。 

 認定第１号平成３０年度豊頃町一般会計歳入歳出決算認定についてを審議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成３０年度豊頃町一般会計歳入歳出決算書、１０ページをお開きください。 

 平成３０年度豊頃町一般会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を項ごとに質

疑を受けます。 

 １款町税、１項町民税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項固定資産税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項軽自動車税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項町たばこ税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款地方譲与税、１項自動車重量譲与税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項地方揮発油譲与税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款利子割交付金、１項利子割交付金。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款配当割交付金、１項配当割交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款地方特例交付金、１項地方特例交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款地方交付税、１項地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １６ページ、１０款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交

付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１款分担金及び負担金、１項分担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項負担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １２款使用料及び手数料、１項使用料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １３款国庫支出金、１項国庫負担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項国庫補助金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２６ページ、３項委託金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １４款道支出金、１項道負担金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項道補助金。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ３４ページ、３項委託金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １５款財産収入、１項財産運用収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項財産売払収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １６款寄附金、１項寄附金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １７款繰入金、１項繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １８款繰越金、１項繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項預金利子。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項貸付金元利収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項受託事業収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項雑入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５０ページ、２０款町債、１項町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、５４ページからの歳出については目ごとに質疑を受けます。 

１款議会費、１項議会費、１目議会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６４ページ、２目文書広報費。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ３目財産管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目町有林管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目地方振興費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６目生活安全推進費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７目企画費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 総務費の７目の企画費でございますけれども、不用額４８４万

６,４４９円ということで、この不用額の大きな理由についてお聞きいたします。 

●藤田議長 山田企画課長。 

●山田企画課長 お答えいたします。 

 この不用額につきましては、１９節の負担金補助及び交付金、これが１番大きな要

因となっております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

８目地籍管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９目電算情報管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９２ページ、１０目簡易郵便局費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項徴税費、１目税務総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目知事道議会議員選挙費。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ３目町議会議員選挙費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項統計調査費、１目統計調査費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６項監査委員費、１目監査委員費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １０８ページ、２目長寿社会振興費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目老人福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目障害者福祉費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目福祉医療費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６目福祉バス等管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７目後期高齢者医療費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項児童福祉費、１目保育所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目子育て支援費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目学童保育所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目児童措置費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項災害救助費、１目災害救助費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目保健センター管理費。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ３目保健指導費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 保健指導費のところでございますけれども、委託料の２１３万

５,９１５円でございます。それぞれ委託料の項目がございますけれども、このう

ち、不用額となったこの２１３万５,９１５円の部分について、この委託料の中の、

どの部分が要するに不用額となってあらわれているのかお聞きいたします。 

●藤田議長 千葉福祉課長。 

●千葉福祉課長 お答え申し上げます。 

 委託料の２１３万５,９１５円のうち、予防接種費についてが１３０万１,７１４

円、脳ドッグ４１万９,６５６円、巡回ドッグ等につきましてが４１万４,５４５円と

いうことの不用額となっております。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 委託料の部分でございますけれども、要するに受診する患者が少

なかったということでよろしいのでしょうか。 

●藤田議長 千葉福祉課長。 

●千葉福祉課長 主な理由として、予防接種費なのですけれども、日本脳炎、これに

かかる方が少なかったということと、あとインフルエンザの分があるのですけれど

も。日本脳炎につきましては、以前は、日本全国で日本脳炎があったのですけれど

も、北海道については除外されていました。それで、日本脳炎の受診率は４０％と少

ないということで、その部分がかなり占めているということでございます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 日本脳炎の受診者数が少ないという状況でございますけれども、

私が認識しているところ、日本脳炎というのは蚊が媒介するものなのかなというふう

に思ってございますけれども、外国では、昨今、そういうような病気が多い、もしく

は外国旅行をした方がそれらにかかって、日本に戻ってくるような話も聞いておりま

すけれども、豊頃町において、いわゆる日本脳炎に関するこういった診療を受ける方

が少ないということで、認識してよろしいのでしょうか。 

●藤田議長 千葉福祉課長。 

●千葉福祉課長 議員おっしゃるとおりでございます。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 
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１４２ページ、４目乳幼児等医療費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目清掃費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６目し尿処理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項簡易水道費、１目簡易水道費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目農業総務費。 

 ７番大谷議員。 

●７番大谷議員 １５３ページの気象観測施設管理費のことで、お伺いしたいと思い

ますが、計器保守点検など、いろいろ経費がかかっておりますが、近年、正確な気象

データがとれていないというふうに考えておりますが、この原因については、どのよ

うに考えておられるのかお聞かせ願います。 

●藤田議長 神産業課長。 

●神産業課長 お答えします。 

 気象観測の機器については、近年、経年劣化が進んでおりまして、計画的な更新が

必要と考えているところでありますので、新年度に向けて機器の更新の予算につい

て、財政、理事者と今後協議していく予定になっておりますので、新年度の予算に反

映させていきたいと考えております。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 決算認定主たる成果説明書にも書いてありますけれども、町独自の

気象観測データの蓄積が重要だというふうにうたわれております。 

 そのためにも、やはりこういった更新については、緊急性が必要ではないかと思い

ますが、次年度に一括、まずいところは更新されるという考え方でよろしいですか。 

●藤田議長 神産業課長。 

●神産業課長 機器の保守点検業務のほうを日本気象協会に委託して、使える部分と

いいますか、保守できる部分は保守してきているところでありますが、近年、劣化が

進んでおりますので金額はかさみますが、そこのところは今後協議をして、できる限

り新年度に対応できるような体制をとっていきたいというふうに考えております。 

●藤田議長 大谷議員。 

●７番大谷議員 ぜひ、基幹産業の農業にかかわることですから、一括でまずい部分
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は更新されたらいいかと思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 御指摘のとおりでございます。 

過日も農業関係を視察しましたけれども、そういったアメダス等々に非常に性能が

追いつかないというか、非常に劣化しておりますので、今、課長が申し上げたとおり

新年度に向けて、全体的に見直しというか、機械の見直しをして、早急に対処したい

というふうに考えております。 

以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

３目土地改良総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目道営事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５目多面的機能発揮促進事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項畜産業費、１目畜産業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １６０ページ、２目公社営事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項林業費、１目林業総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目林道整備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目治山事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項水産業費、１目水産業総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １７０ページ、６款商工費、１項商工費、１目商工総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １７６ページ、２目観光費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目除雪費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目道路新設改良費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項住宅費、１目住宅管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目住宅建設費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項河川費、１目河川総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５項施設費、１目施設管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １９８ページ、６項公共下水道費、１目公共下水道総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款消防費、１項消防費、１目消防費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項災害対策費、１目災害対策費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２１０ページ、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２１６ページ、２目教育研究所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目学校保健費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目スクールバス管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２項小学校費、１目学校管理費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ９款教育費の２項小学校費、学校管理費の部分の１３節委託料の

中のことでございますけれども、プールビニール張りかえの額面が４０万３,９２０

円となっております。昨年の張りかえ料を見ますと５１万１,９２０円ということ
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で、昨年より１０万８,０００円ほど安くなっているのですけれども、なぜこれほど

安くなったのかお聞きいたします。 

●藤田議長 二村教育課長。 

●二村教育課長 お答えいたします。 

 こちらは大津の小学校のプールのビニールの張りかえ等でございますけれども、昨

年は、張りかえにおけるときに補強を一部するような、そういう部分も含めて実施し

たところでございますけれども、今年度は、その部分の手間等が省けるというような

形で、昨年度と比べますとこのような減額の形で委託させてもらっているところでご

ざいます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 プールのビニールの張りかえにかかわる費用ということで、いわ

ゆる骨格に当たる部分の修理なのか。ビニールを継ぎはぎするためのものではないと

思うのですけれども、その辺を詳しくお聞きいたします。 

●藤田議長 暫時休憩します。 

午前１０時４８分 休憩 

午前１０時４９分 再開 

●藤田議長 議事を再開します。 

二村教育課長。 

●二村教育課長 それでは、お答えさせていただきます。 

 昨年度と比べまして違う部分でございますけれども、昨年、修理も含めてビニール

を押さえる骨材の幅を広げるような形になって今年度迎えてございますので、そうす

ることによって、スパン割が広くなります。そうすると、とめる行為、そういう労務

の部分が減りますので、その部分で委託料としましては減額になっているというよう

な形でございます。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 その部分が、手がかかっていないということでございますね。仮

に、こういった張りかえする業者、もしくは骨組みを直す業者ということになると、

その分については、地元業者の方にやはり委託をしているのでしょうか、お聞きいた

します。 

●藤田議長 二村教育課長。 

●二村教育課長 こちらのプールのビニールの張りかえ等につきましては、町内の業

者ではなく、町外の業者で、今までプールの張りかえ等について経験を積んでいる業
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者に継続して、例年委託しているような形になっております。 

●藤田議長 １１時１０分まで休憩いたします。 

午前１０時５２分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

２２２ページ、２目教育振興費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３項中学校費、１目学校管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目教育振興費。 

 質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４項社会教育費、１目社会教育総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２３４ページ、２目文化振興費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３目図書館費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４目える夢館費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ９款教育費の４項える夢館費のところでございまして、当初予算

額に対しまして、１２１万５,０００円の補正予算をしてございます。 

 １１節の需用費の不用額が５１万６,３９２円ということで、この需用費の中にお

いて、どの項目の部分が一番不用額として余っていた部分なのかお聞きいたします。 

●藤田議長 二村教育課長。 

●二村教育課長 える夢館費の需用費でございますけれども、こちらには電気料及び

燃料費等が見込まれているわけでございますが、こちらの電気料・燃料費が当初考え

ていたまでの使用に至らなかったというような形で、ほかのものもありますけれど

も、主たるものとしては、そのような形で不用額が発生したというふうに考えてござ

います。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 ただいま需用費の燃料費・電気料というところでの誤差というこ

とでありますけれども、いわゆるこの燃料費の部分でございますけれども、多分、地
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元の業者に発注していることと存じ上げます。 

 燃料費でございますけれども、その燃料を買う業者によって、若干燃料費の単価が

違ったりする場合があるのかどうか、そのことについてお聞きいたします。 

●藤田議長 二村教育課長。 

●二村教育課長 える夢館につきましては、茂岩のガソリンスタンドから購入してご

ざいますけれども、単価につきましては、季節で変動しますが、そのような形で対応

していますので、そういう差はないというふうに考えてございます。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に進みます。 

２４２ページ、５項保健体育費、１目保健体育総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目体育施設費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２４８ページ、３目学校給食費。 

 質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２５４ページ、１０款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目

災害調査費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目現年災復旧費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １１款公債費、１項公債費、１目元金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２目利子。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １２款予備費、１項予備費、１目予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

 ６番大崎議員。 

●６番大崎議員 決算書の１８８ページ、これは住宅管理費の項目でございますが、

本町においては、やはり社会増、経済増で人口が若干なりともふえているとの結果は

御存じだと思いますが、それによって、政策的に行政のほうとして住宅政策、住宅整

備計画等がやはり相当ここ近年、整備されているように評価しているわけでありま
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す。 

 ただし、旧来の老朽化された住宅が、まだ若干残っているように確認をしておりま

す。特に、十弗にある住宅は、１棟に１戸しか入っていない、１軒しか入っていない

という現状も確認はしております。 

 したがって、周辺を整備して、あるいは今後についてのその辺の総合的に公営住宅

の整備計画というものが現状、今後どうあるべきかというところも大きな宿題・課題

ではないかなと、こういうふうに思います。 

 その辺についての現状と今後の運営委員会等の協議されている内容がございました

ら、ひとつ御説明をいただきたいと思います。 

●藤田議長 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 御答弁申し上げます。 

 十弗のほうの住宅に関しましては、今、１棟１戸ずつの入居でしかございません。

現状の考えとしましては、現在、入居の方が出た時点で解体していくような形で、農

村部のほうの住宅に関しては、そのような形で進めようかなということで、住宅委員

会のほうでもお話を進めさせていただいております。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 具体的な地域について、今、課長から説明がありました。非常に全

町、そういう公共住宅を見せていただいておりますが、特に私は感心しているところ

は、十弗を集中的にお話するわけではありませんが、偶然にそういう環境が確認され

たということを感想申し上げたいと思いますし、また、今後のそういうような参考に

していただければと思いますが、旧礼文内小学校等の近隣にある公営住宅、これにつ

いても、以前よりも周辺が非常に環境整備されている。いわゆる草刈りも徹底的にさ

れているやに確認してまいりました。 

 今後、こういうようなことから、やはり町内から町外に勤務される方の環境という

のは、いろいろな意味でそういう効果が出ているのではないかなというところと、偶

然に観光客に十弗駅でお会いしました。やはりその辺の感覚は、非常に町外の人方は

敏感にその景観と自然の状況というものをキャッチして、それらについての住宅を期

待しているような御意見もいただいております。 

 今後についての住宅政策について、町長の考えも一言お考えをいただきたいと、こ

のように思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 御案内のとおり本町におきまして、住宅はある程度完備されております

し、また地方から我が町に入ってきて、我が町から働きに出る方も何人かいらっしゃ

います。今、公営住宅、さらに民間の場合については、それぞれ助成をしております
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から、住宅の数だけはある程度確保しております。 

 しかし、公営住宅になると、どうしても国の補助金が入りまして規制がある。ま

た、家賃もある程度所得に応じる。一方、民間ですと、環境整備もそうですけれど

も、住宅も最近、近代的な住宅になっておりますし、所得にかかわらず家賃が設定で

きると。 

それぞれ、公営住宅と民間住宅、利点がありますけれども、今、議員が御指摘のと

おり、これからもできるだけ住宅を整備しながら、やはり少しでもよその町から私の

町へ来ていただいて、そして、幼児から高齢者まで安心して暮らせるようなまちづく

りを現在、それぞれ担当課でも努力をされているところであります。 

私も、まだまだ住宅については、建てかえをするような住宅もあろうかと思います

けれども、いかんせん、所得の低い方については、やはり住宅費が生活費の何％かを

占めるようになれば、大変こう古い住宅でもいいですという方もいらっしゃいます

が、その辺も十分考えながら、所得に応じた家賃設定はもちろんですけれども、でき

るだけ家賃も、所得の少ないお年寄りについては、抑えながらそういった政策を進め

ていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。ありませんか。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 先ほど、ちょっと聞き逃したところでございまして。 

 ７款土木費の２項道路橋梁費のところでございまして、ページ数は１８８ページ、

１８９ページでございます。 

 ７款土木費、２項道路橋梁費の１８節備品購入費のところでございまして、除雪グ

レーダ３,３６９万６,０００円ということで、大変高額なグレーダを購入いたしまし

て、除排雪がスムーズに進むという状況があろうかと思いますけれども、多分、これ

１台で町内全部を除雪できるわけではないと思うわけでございますけれども。例え

ば、結構ハイグレードなグレーダだということで、オペレーターが特定の、要するに

作業になれた方でないと運転できないのではないかというようなグレーダというふう

にお聞きしております。土木業界も除雪に携わる作業員が少なくなったということ

で、非常にこの冬も除雪のことについては心配されるわけですけれども。 

以前、このグレーダを導入するときに、私、施設課長にお聞きしたわけですけれど

も、極力職員で対応したいということでお聞きしておりましたので、この除雪グレー

ダについては、うちの役場の職員で何人の方が、作業になれて運転することが今でき

る状態になっているのかお聞きいたします。 

●藤田議長 越谷施設課長。 
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●越谷施設課長 御答弁申し上げます。 

 昨年度に入りましたグレーダにつきましては、町の職員、運転手におきまして対応

しているところでございます。現在、運転手２名の方が運転できるような形で行って

おります。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 いわゆるハンドル式ではないというこの作業除雪グレーダという

ことで、特定のオペレーターの方しか運転できないのではないかなと思うわけですけ

れども。民間のオペレーターの方にもお願いできるような形にはとれないのかという

ことと、以降、除雪をする業者が少なくなっていったときに、こういったハイグレー

ドの作業機もいいわけなのですけれども、いわゆるハンドル式の作業をしやすいよう

な除雪機器を、今後、町で取得した形の中で、それらを業者に任せるというような状

況のことが今後できないのかどうか。決算でございますけれども、ここで導入した暁

に、同じような機器のものを導入されると、オペレーターの方が特定されるのではな

いかなということを心配してこのような質問をするわけですけれども、御回答のほど

よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 越谷施設課長。 

●越谷施設課長 昨今の建設機械等、ブルドーザ何かでもそうなのですけれども、ス

ティックの部分において走行もするような機械がふえていますので、そういう運転に

なれている方でしたら、十分対応可能だと思っております。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 私が、それぞれ土木関係の業者の方にもお聞きしているわけです

けれども、土建業界の方も決して若い人ばかりではなくて、やはりこの高品質の作業

機になれている方ばかりではないというふうにお聞きしております。基本的には、誰

にでも乗って使えるような形の作業機ということであれば、今後、導入のことも考え

るのであれば、そういったことも加味しながら考えていったほうがよろしいのではな

いかと。 

あと、このグレーダのことについては、職員で対応するということもお聞きしてお

りますけれども、この部分について、この異常気象ですから、除雪の範囲がさらに広

がる状況の中において、できれば民間事業者にも対応できるような形でお願いしたい

という部分も含めまして、よろしくお願いいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私は、機械のことは余り詳しくありませんけれども、これから時代が変

わりまして、多分農作業についてもハンドルのない作業機が出てくるのは間違いない

かと思います。 
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 しからば、今、運転手に合わせたそういう機械を導入すると、これから運転手の

方、長くいられるわけでもありませんし、だんだんだんだん近代的なそういった機械

になれていただいて、もちろん、私も事故が１番心配でありまして、できるだけ職員

についても運転業務を命令している職員はいいけれども、例え免許を持っていても、

業務内容が違えば、なかなか事故が起きた場合の対応も厳しくなりますし、もちろ

ん、そういったことも十分聞きながら、できるものは民間にある程度やっていただ

き、どうしても災害等の場合については、そういった資格を持っている方にもお願い

するような形になろうかと思います。 

 したがいまして、今、私どもにあるそのオペレーターが、なかなか稼働というか作

動しにくいというような関係ですけれども、１日も早くなれていただいて、安全運転

をするように心がけていきたいというふうに考えています。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ）  

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 次に、２６１ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書について質疑を受けます。 

 １ページから３ページまでの公有財産について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、４ページから６ページまでの物品について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、７ページの基金について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 
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 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

 ６番大崎議員。 

●６番大崎議員 これは、やはり私自身の勉強不足なのですが、一般会計の中で、実

質公債費比率というのが前年から０.９％、簡単にいうと１.０％下がっています。こ

れは、いい傾向だということで、監査委員のほうからの意見書にも明記されているわ

けであります。 

 非常に、先ほどの副町長の説明の中でもあるように町税並びに交付税というのは、

年々、厳しい状況に傾向としてあるということを踏まえている中で、今後、この公債

費比率、いわゆる公の借金というものについては、どの程度までが分岐点なのかとい

うところが正直、私わかりません。 

 したがいまして、年々、町長を初め皆さんが御努力されていることには、敬意を表

しているわけでありますが、もしその辺が、町長も一番詳しいわけですが、こういう

ことだというところをお示しいただけますか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 公債費比率については、単年度、単年度で出ますけれども、非常に一概

に数字だけで言えないのが現実です。 

 例えば、過去に予算が５５億円、６０億円近いときは、公共事業をたくさんやりま

して、その公共事業が適債事業であれば、当然、起債つまり過疎債・辺地債等々がつ

きまして、償還すれば、その分だけ交付税にはね返ってきまして、７５％ぐらい交付

税がきます。交付税もふえますし、公債費もふえて、どこまでよろしいかということ

はなかなか厳しいのですけれども。今、私のところでは、４億五、六千万円借りて、

４億五、六千万円入ってきているようなバランスはとっておりますけれども。少なく

とも、公共事業が始まれば、５億円代に上がってくるのは間違いないと思います。 

 ただ、我々は教育費だの福祉、さらに人件費等々というのは、下がることはなく

て、上がることが多いので、なかなかそういうものを相対的に考えますと、公債費比

率が低い、また公債費が額が少ないということは、それだけ公共事業がしていないと

いうことに裏返しになりますので、できるだけ今の私の町では４５億円ですけれど

も、公共事業が始まると多いと５０億円いくような形になります。 

 私も将来にわたって、学校、消防等々の上物がありますので、それが始まれば、や

はり予算も５０億円近くなり、公債費も当然ふえてきて償還もふえてきます。そのか

わり、その分だけ適債事業の交付税の還元があれば、交付税のほうにもはね返ってき

て、交付税もまた伸びるというような形になる。 

 なかなか１点だけを説明しても、予算そのもの全体的に影響するものですからなか

なか厳しいかと思いますけれども、今は、低空飛行で大きな事業をしておりませんの
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で、非常に財政的に安定しておりますけれども、いずれ、今持っている基金を使いな

がら、まちづくりになる可能性も十分あろうかと思っております。 

 したがいまして、今の御質問でいくと、今４億円台ですけれども、大体５億円前後

が、うちの町では公債費が相対的な予算から見ると適切かなというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

●藤田議長 大崎議員。 

●６番大崎議員 非常に明解な説明でございましたので、少し私の能力で理解はいた

しましたが、１番、予算財政の中で、今後、国に道に依存しなければならないという

のが、この構成比でいくと、今後はこの辺は横ばいなのかなという、今までの経緯を

見ていて。４７.９％、いわゆる５０％近いわけですよね、構成比が。交付税の、あ

るいは国庫支出金も入れてということになっているわけでありますね。 

反面、町税というのは、ここに示されているように１２.７％。これは、どうした

ら町税が伸びるかというところについては、どのような秘策が考えられるのかなとい

うところを、もし持ち合わせがございましたら町長の考えをいただけますか。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 町税の中でも、住民税は特に変動が激しいのですけれども。私は、税の

伸びは、やはり第１次産業の漁業・農業が豊漁・豊作であれば、必ず法人税から、そ

れから個人の所得が伸びていますから、税はふえております。特に、農業の場合は、

極端にそれが税にはね返ってきております。 

あとは、何といっても人口がふえる企業誘致が一番の課題かなというふうに思って

おります。税が伸びれば、逆にまた、それだけ交付税のほうがちょっと抑えられると

いうか、それでも、税が伸びたほうが一般財源としては、十分使える価値があります

から、今後は、やはりどのような税、課税は法律で決まっておりますから、固定資産

もある程度落ち着いていますので、いかに町民税のほう、これは先ほど言いました町

が豊かになれば、おのずから税収入がふえるというふうに考えております。 

以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

 ５番杉野議員。 

●５番杉野議員 今の町長の説明で、公債費比率については十分理解をさせていただ

きました。私も監査委員経験がございますので、十分理解した中で改めて伺いますけ

れども、この各率の中に、横線で数字の入っていない部分がございます。これは、全

てがマイナスで優良であるということを示しているわけでありますけれども、今の公

債費比率以外の内容について、改めてこの議場の中で御説明をいただいて、皆さんに
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理解を求めていただければありがたいなと。 

 その中でも、特に将来負担比率、この部分がどういうふうに町のまちづくりに反映

していくのか。今後、遠い将来を見据えた上で、この数字がマイナスになっていると

いうのは、こういう意味なのだということを説明をしていただければ、ありがたいな

というふうに思います。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 こんなこと大変失礼ですけれども、非常に数字の説明をわかりやすく説

明するというのは、ちょっと専門的な用語がどうしても入ってくるものですけれど

も。 

 ただ、一番これからまちづくりで大変なのが、今、私どもの監査委員、代表監査委

員が、それぞれ複式簿記を使って町の財政を検討していただいておりますが、なかな

か複式簿記と単式簿記では、ちょっと形が違うものですから、一概に言えませんけれ

ども、やはり、何といっても今、一番大変なのは人件費が若干伸びつつあるというの

と、今まで福祉に対する考え方、教育・福祉については下回ることがなかなかできな

いものですから、だんだんこういったものが伸びていきます。特に私ども、大変思っ

ているのは、今でしたら将来の負担率何かは、ある程度健全な形ですけれども、時代

が変わるとともに、この数字が非常に動きやすい。そして、極端に言えば、公共事業

がふえれば、下がる事業も出てくるのですね。経常経費何ていうのは、今、経常経費

というのは、私のところではある程度いいけれども、この経常経費というのは必ず必

要とするお金、人件費、福祉・教育等々。これがふえればふえるほど、予算は決まっ

ていますから、公共事業が少なくなるわけです。それで、逆に、公共事業がその年だ

け伸びれば、その率が落ち着くのですね。そういうやりくりもすることは、可能なの

ですけれども、長くすることはできませんので、ある程度バランスのとれた数字、も

ちろん、この数字も専門的な振興局、国、道当たりで再計算なり計算しております

し、標準的な町村、人口約三千何がしであれば、大体このぐらいの予算規模というこ

とで、ある程度決まっています。 

 ただ、私のところは、御存じのとおり非常に基金が一般会計と同じぐらい持ってお

りますので、この基金を持っているということは、町長が余り仕事をしないのではな

いかと言われるかもしれませんけれども、将来にわたっては、やはり必要な基金であ

りまして、国のほうからも指摘をされているのです、この基金を使いなさいと。国の

ように使いすぎると、国は決して保障していただけないものですから。ある程度、将

来を見据えた基金の保有なのですが。本町の場合については、非常に落ち着いており

ます。 

 また、過日の新聞で、１人当たりの所得、町ランクが出ていまして、これは、農業
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が案外しっかりしているから出たのだと思うのですけれども。十勝管内で私の町、６

位になっていまして、全道で１７位か１６位で、非常に町民の所得も他の町村から見

ると、非常に成績がいい。 

そういった意味では、私は、これからも第１次産業、特に今、漁業何かは厳しいで

す。行政としても、やはり支援していかなければならないと思いますし、農業がこと

しも、今のところ順調な生育を見ておりますから、これも期待できるのではないかと

いうことで。それらがよければ、また税収が伸びまして、安定した経営ができるかな

と思っています。 

先ほど言った、この負担率等々については、絵図面か何かで説明しなければ、なか

なかわかりにくい。杉野議員におかれましては、ある程度財政的な分野を今まで経験

していますけれども、現在のところは、ここに書いてあるとおり、ある程度落ち着い

た形でないかというふうに思っております。 

以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで、質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第１号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号は、認定することに決定しました。 

認定第２号平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

審議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書、６ページをお開きくだ

さい。 

 平成３０年度豊頃町国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入

を款ごとに質疑を受けます。 

 １款国民健康保険税。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ８ページ、２款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款財産収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１６ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款保険給付費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２２ページ、３款国民健康保険事業費納付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款共同事業拠出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款保健事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款基金積立金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、３５ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書、９ページの基金について質疑を受

けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第２号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第２号は、認定することに決定しました。 

 認定第３号平成３０年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを審議

します。 

これから、質疑を行います。 

 平成３０年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算書、４２ページをお開きくださ

い。 

 平成３０年度豊頃町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を款

ごとに質疑を受けます。 

 １款介護保険料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ４款道支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款支払基金交付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款財産収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ８款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、５２ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款保険給付費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６０ページ、３款地域支援事業費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６６ページ、４款基金積立金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、７３ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はありま

せんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書、１１ページの物品及び基金につい
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て質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第３号は、認定することに決定しました。 

 認定第４号平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

を審議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書、８０ページをお開き

ください。 

 平成３０年度豊頃町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳

入を款ごとに質疑を受けます。 

 １款後期高齢者医療保険料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、８４ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款後期高齢者医療広域連合納付金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款諸支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、９１ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はありま

せんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第４号は、認定することに決定しました。 

 午後１時まで昼食のため休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

●藤田議長 休憩前に引き続き会議を進めます。 

 認定第５号平成３０年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算認定についてを審議
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します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成３０年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算書、９８ページをお開きくださ

い。 

 平成３０年度豊頃町医療施設特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を款

ごとに質疑を受けます。 

 １款財産収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１０２ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款医院費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款診療所費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款歯科診療所費。 

 ２番小笠原議員。 

●２番小笠原議員 歳出でございますけれども、この１款、２款、３款を通しまし

て、不用額が合わせますと１,８５４万４,０６５円ということで。この不用額につい

て、なぜこのような金額になるまで不用額になってしまっているのか、大まかな理由

をお聞かせ願います。 

●藤田議長 千葉福祉課長。 

●千葉福祉課長 お答え申し上げます。 

 主に診療報酬の部分でございまして、先生が今回２年目ということになりますけれ

ども、診療報酬については、もしかして上がる可能性もあるということもありまし

て、ところが前年と約同額ということになりまして、不用額が残ったということでご

ざいます。 
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 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 医院費につきましては、特に補正予算等で減額等も、医院管理費

それから医院運営費につきましても、それぞれ減額している状況の中で、また不用額

が発生している状況にありますけれども、見直した中で、もう少し額面がある程度詰

められるような形にまでした段階での補正予算というのはできなかったのかお聞きい

たします。 

●藤田議長 千葉福祉課長。 

●千葉福祉課長 ２年目ということもありまして、３年目になれば落ち着くので、あ

る程度見通しがつくかなということでございますけれども、２年目でもある程度見通

しがついたのかなと思いますけれども。そこまで減額するのが、ちょっと危険かなと

いうことで、減額の金額を抑えたということになります。 

 以上です。 

●藤田議長 小笠原議員。 

●２番小笠原議員 先のことを心配しても、仕方がないわけでございますけれども、

現在、豊頃医院の医師は、山本院長でございます。体調を悪くして入院をされている

という状況も聞いております。それぞれ、他の病院から医師が派遣されているのも聞

いておりますけれども、いろいろな状況を、先のことを心配してもしょうがないので

すけれども、いろいろなことを心配したときに、どういうふうに予算を組むのか。

やっていることが、非常に今後、予算化していくときに、非常に組みづらい中で、い

ろいろこの医療会計のことを考えていかなければならないのではないかなと思うわけ

ですけれども。そうなったときに、３年目だとか何とかというような状況ではないよ

うな気がするのですけれども、その辺の見通しのことについてお聞きいたします。 

●藤田議長 宮口町長。 

●宮口町長 私から答弁させていただきます。 

 病院・歯医者については、特別会計という名のもとに、私のほうで収入があった場

合、そのまま特別会計ですから、そちらのほうに出しておりまして。特に、医者・歯

医者の場合は、おおよそこのぐらいの患者がいるということで、歳入見まして。もち

ろん、歳入を見た以上、歳出も見ます。 

それで、今回みたく、２年目というか、まだなかなか町民にも行きわたらない点も

あって、患者の数も減る場合も。減ると歳入も減りますから、歳出も減るということ

で。あくまでも、予算上に予算がなければ、お金を出したり何かができないので、多

少この特別会計というのは、ある程度普通の会計と違って、医療の関係上では、ある

程度のもの見て、出すものは出す。これは、あくまでも入らなければ出しませんの
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で、そういった意味では、通常の医者の報酬につきましては、そういう形をとってお

ります。 

ただし、必要経費とされるような管理については、必要な分だけ計上し、必要な分

だけ支出しているということでありますので、御理解のほど賜りたいと思います。 

以上です。 

●藤田議長 ほかに質疑はありませんか。     

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで質疑を終わります。 

 次に、１９０ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書、１３ページの公有財産について質

疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１４ページの物品について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第５号は、認定することに決定しました。 
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 認定第６号平成３０年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定についてを審議

します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成３０年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算書、１１６ページをお開きくだ

さい。 

 平成３０年度豊頃町簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を款

ごとに質疑を受けます。 

 １款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１２０ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ２款公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１３１ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はあり

ませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書について質疑を受けます。 

１５ページの公有財産について質疑を受けます。 

質疑はありませんか。ありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１６ページの工作物について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第６号は、認定することに決定しました。 

 認定第７号平成３０年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定についてを審

議します。 

 これから、質疑を行います。 

 平成３０年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算書、１３８ページをお開きく

ださい。 

 平成３０年度豊頃町公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書により、歳入を

款ごとに質疑を受けます。 

 １款分担金及び負担金。 

（ 質 疑 な し ） 
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●藤田議長 ２款使用料及び手数料。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款国庫支出金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ４款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ５款繰越金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ６款諸収入。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ７款町債。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１４２ページからの歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

 １款総務費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 １４６ページ、２款公債費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款予備費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１５１ページ、実質収支に関する調書について質疑を受けます。質疑はあり

ませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、歳入歳出決算書附表の財産に関する調書について質疑を行います。 

１７ページの公有財産について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 次に、１８ページの物品について質疑を受けます。質疑はありませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 財産に関する調書全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本決算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本決算は、認定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第７号は、認定することに決定しました。 

 

       ◎ 散会宣告 

●藤田議長 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 閉会に当たり、上着の着用をお願いいたします。 

 本日は、これで散会します。 

午後 １時１８分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 
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